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は し が き 

この提要は競争入札参加資格審査申請書の作成と提出要領についてとりまとめたも

のです。 

 建設工事一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書及び測量・コンサルタ

ント等業務一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書は徳島県の受付を適用

します。 

 共同受付に伴い、海部消防組合の競争入札参加資格審査申請書は、次の二種類（変

更届けも含む。）に分類されますので参加資格の審査を希望する種類別に使用してくだ

さい。 

 

 

（１）物品の購入等の契約に係る一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書 

    海部消防組合が発注する物品の購入等の契約に係る競争入札に参加を希望す

る場合に提出する。 

 

 

（２）一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書変更届出書 

    上記の一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書を提出後、申請書

の内容のうち P５に記載してある事項に変更がある場合に提出する。 
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第１ 物品の購入等の契約に係る一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査

申請書の作成と提出要領 

 

１  総 則 

この要領は、海部消防組合が発注する物品の購入等の契約に係る一般競争入札（指

名競争入札）参加資格審査申請書（以下「資格審査申請書」という。）の作成と提出要

領について定めたものである。 

 

２  入札に参加出来ない者の要件 

 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は、破産者で復権を得ない者。 

 

３  申請書の提出期限 

 管内（美波町、牟岐町、海陽町）に主たる営業所を有する者（以下「管内業者」と

いう。）については、毎年２月１日から３月３１日までに、その他のものについては、

受付期間初年の２月１日から３月３１日までの隔年とする。 

 

４  提出場所 

 海部消防組合 消防本部 総務課 

 

５  提出方法 

持参若しくは郵送とする。 

 

６  提出書類及び提出部数 

 提出書類は以下のとおりとし部数は各１部とする。また、様式等は徳島県様式とす

る。 

１ 一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書 

２ 経歴書 

３ 法人については登記事項証明書、個人については申請に係る営業を現にしている 

旨を証明する書面 

４ 貸借対照表及び損益計算書（個人であって青色申告をしていない者は、省略する

ことができる。） 

５ 納税証明書並びに消費税及び地方消費税について未納の額のないことの証明書 

６ 身分証明書 

７ 印鑑証明書 

８ 使用印鑑届 

９ 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これらを受けているこ
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とを証明する書面の写し 

１０ 契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合につい

ては、委任状 

１１ 契約の締結等につき町内にある支店、営業所等に属する者を代理人に選任する

場合について、その支店、営業所等の納税証明書 

 

７  提出書類の記載要領 

 提出書類の記載要領は、徳島県様式については、徳島県の「物品の購入等の契約に

係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要領」の記載要領に準ずる。 

 

８  提出上の注意 

 申請書は A４ファイル（色は任意）にとじて提出すること。ファイルの表面及び背

面には、「一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書（物品）」と記載すると

ともに、商号又は名称も必ず記載しておくこと。 

 

９  資格の有効期間 

 資格の有効期間は、管内業者については申請のあった年の４月１０日から１年間と

し、それ以外のものについては、申請のあった年の４月１０日から２年間とする。 
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第２ 一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書提出後の変更届につ

いて 

 

一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書（以下「資格審査申請書」とい

う。）提出後に下記事項に変更のあったときは、それぞれに定めるところにより、ただ

ちにその旨の変更届書を海部消防組合 消防本部 総務課へ提出しなければならな

い。 

 

１．資格審査申請書提出後に組織変更した場合 

 変更届出書に変更事項（商号等）を記入の上、登記事項証明書を添付 

２．営業所（主たる営業所及び年間委任をしている営業所）の所在地、商号又は名称

を変更した場合 

  変更届出書、商号登記をしている場合は登記事項証明書、代表者の変更の場合又

は営業所の代表者の変更の場合は年間委任状 

３．代表者又は営業所の代表者（年間委任をいう。）を変更した場合 

  変更届出書、商号登記をしている場合は登記事項証明書、代表者の変更の場合又

は営業所の代表者の変更の場合は年間委任状 

４．電話、許可（又は登記）年月日、許可番号、許可区分（一般、特定）を変更した

場合 

変更届出書及び許可（又は登記）の変更の場合は証明書 

５．希望工事種別を追加したい場合《県内業者のみ》 

  希望工事種別は、申請後において１業者が希望できる工事種別数（最大４）に満

たない場合のみ追加はできるが、一度希望した工事種別の変更はできないので十分

に確認すること。 

６．技術職員に変更があった場合（有資格区分の変更、技術者の追加・削除） 

《県内業者のみ》 

技術職員変更届 

有資格区分の変更・・・合格証書の写し 

技術者の追加・・・・・合格証書の写し 

            社会保険の被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 

            の写し 

            雇用保険被保険者資格取得確認通知書（又は雇用保険日保

険者証）の写し 


